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今月号のあらまし 

 

Ⅰ ＴＰＰ交渉をめぐる情勢 

ＴＰＰ交渉の進展に不可欠とされるＴＰＡ（大統領貿易促進権限）法案が、

６月２９日に米国で成立した。オバマ大統領は法案への署名の際、「まだ難し

い交渉が残っている」との見方を示したとされるが、一方で甘利ＴＰＰ担当相

は、「いよいよ交渉は最終の大詰めに向かっていく」と前のめりの姿勢を見せ

ている。 

交渉参加各国は、ＴＰＡ法案の成立を受け、７月２８日よりＴＰＰ閣僚会合

を開催することで一致した。甘利大臣は、本会合にて大筋合意に至る確率を「７

０％程度」と発言したが、各国の国内事情等により交渉は難しい部分が残され

ており、大筋合意に至るか否か最大限の注視が必要となる。 

 

Ⅱ 農協改革をめぐる情勢 

農協法改正案は、６月３０日、衆議院を通過した。改正案は野党との協議で

一部修正がされたが、変更は改革について自主的な取り組みを促す文言を附則

に追加する等小幅なものである。また、衆議院農林水産委員会での採決に先立

っては、ＪＡを「地域のための重要なインフラ」と位置づける付帯決議も行わ

れた。 

７月３日には、参議院で審議が開始された。野党は、衆議院での政府の答弁

に対し「全く不十分」としており、法改正が農業所得向上に具体的にどう繋が

るのか等、払しょくできていない疑問を徹底追求する構えである。 

 

Ⅲ 「骨太の方針」と「成長戦略」を閣議決定 

６月３０日、政府は「経済財政運営と改革の基本方針 2015（骨太の方針）」

と「「日本再興戦略」改訂 2015（成長戦略）」等を閣議決定した。 

骨太の方針は、「経済再生なくして財政健全化なし」との基本方針のもと、

成長に重きを置いた経済成長と財政再建の両立を目指す内容となった。成長戦

略では、農業者の経営力強化に向けた各種支援施策や遊休農地の課税強化・軽

減等の検討のほか、「ＴＰＰ交渉の早期妥結に引き続き取り組む」ことなどが

明記された。 
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Ⅰ ＴＰＰ交渉をめぐる情勢 

― ＴＰＡ法案成立、閣僚会合開催へ ― 

 
１．ＴＰＡ法案の成立 

○ ＴＰＰ交渉の進展に不可欠とされるＴＰＡ法案は、６月２４日に米議会上院

にて可決され、２９日にはオバマ大統領により署名され、成立した。当法案の

採決を巡っては、ＴＡＡ（貿易調整支援プログラム）法案との関連で情勢が二

転三転したが、流れを整理すると以下の通りとなる。 

Ø ５月２２日 上院にて、ＴＡＡ法案との一体化法案として可決。 

Ø ６月１２日 下院にて、ＴＡＡと分割して採決。ＴＰＡは僅差で賛成多数も、

ＴＡＡは反対多数で、一体化法案としては否決。 

Ø ６月１８日 ＴＰＡ部分のみ切り離し、下院にて僅差で可決。 

Ø ６月２４日 切り離したＴＰＡ部分、上院にて可決。 

（→この時点でＴＰＡ法案は大統領の署名待ちとなった。） 

ＴＡＡ部分についても、切り離した形で上院にて可決。 

Ø ６月２５日 切り離したＴＡＡ部分、下院にて可決。 

Ø ６月２９日 オバマ大統領、ＴＰＡ・ＴＡＡ両法案に署名。 

 

○ オバマ大統領は、署名にあたり「世界の貿易ルールを、米国の労働者や企業

にとって有益なものに書き換えていく。ＴＰＡ法はそのために役立つ」と法成

立を評価した。一方で、「ＴＰＡ法は貿易協定そのものではない。まだ難しい交

渉が残っている」と交渉に向けての考えを示した。 

 

２．妥結に意欲を示す日本 

○ 自民党は３０日、「外交・経済連携本部・ＴＰＰ対策委員会及びＴＰＰ交渉に

おける国益を守り抜く会合同会議」を開催した。この中で甘利ＴＰＰ担当相は、

ＴＰＡ法案の成立を受け、「いよいよ交渉は最終の大詰めに向かっていく」との

考えを表明した。 

 

○ また、今後の交渉について、甘利大臣は、「センシティビティを認識したうえ

で、野心をどこまであげられるかという交渉に変わってきている」とし、「（妥

結内容について）日本の農業関係者がもろ手を挙げて賛成、拍手してもらえる

かは、この時点で言い切れるものではない」「内容は妥結した際に明らかになる

と思うが、その時に賛同を得られるように交渉していきたい」と述べた。 
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○ 出席した議員からは、「国会決議の重要５品目はどのような交渉状況なのか」、

「早期妥結を焦っているのは米国であり、米国に柔軟性を示させるような交渉

をすすめるべき」など、政府に対して国会決議の遵守と拙速な交渉を行わない

よう求める声が相次いだ。 

 

○ なお、同会合で、ＴＰＰ政府対策本部は、政治決着が必要な分野として、①

知的財産、②国有企業、③投資、④法的・制度的事項の例外の４分野であるこ

とを明らかにした。 

【知的財産】 

 最も難航している分野であり、特に、新薬開発に係る臨床試験などのデー

タが保護される期間に関し、各国の主張に依然隔たりが大きいと言われてい

る。また、地理的表示（ＧＩ）や著作権保護などについても議論が続いてい

る模様。 

【国有企業】 

 国有企業は民間企業に比べ優遇されており、対等な競争条件が確保されて

いないといった主張が米国等から出され、どのような規律を設けるかなど議

論が行われている模様。 

【投資】 

 投資家保護に係るルール等を策定するなかで、ＩＳＤＳ（国家と投資家の

間の紛争解決）の扱いについて、盛り込むか否か、濫用されないためのルー

ルをどうするか等が議論されている模様。 

【法的・制度的事項の例外】 

 ＴＰＰで適用されるルールの例外に関し、分野や範囲などについて議論が

続いている模様。 

 

○ ９日に、都内で講演した甘利ＴＰＰ担当相は今月２８日からハワイで開かれ

る閣僚会合で大筋合意できる可能性について「７０％ぐらいの確率で成り立つ

と思っている」と語った。その上で「（ＴＰＰは）農業分野でかなり痛みの伴う

通商協定だ」と明かし、交渉に参加した狙いについて「農業の産業化と（投資

分野などでの）ルールのプラットフォームをつくる」とした。 

 

○ 政府が交渉の大筋合意後すぐに「国内対策本部（仮称）」を設置し、基本方針

を策定する方向で検討しているとの報道がある。政府はＴＰＰ交渉の大筋合意

後、米議会での承認手続きなどから、署名までに少なくとも３カ月程度かかる

とみており、この間に、交渉結果に基づく新たな影響試算も行い、公表する方

針という。仮に大筋合意がされた場合の流れについては５で述べる。 
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３．他のＴＰＰ交渉参加各国の反応 

○ 交渉参加国の中には、ＴＰＡ法案の成立による協定の早期妥結に疑問を呈し

ている国もある。チリ、ペルーなど複数の駐米大使は、「ＴＰＡ法案が成立した

といっても、それがＴＰＰ交渉の妥結にすぐ結びつくことを意味するものでは

ない」との見解を示している。 

 

○ ニュージーランドのグローサー貿易大臣は、ＴＰＡ法案の上院可決後、「ＴＰ

Ｐ交渉の終局への扉を開ける鍵であり、今後５～６週間は起伏の激しい道のり

になる」と述べ、「もっともセンシティブな課題はこれから真剣な交渉が始まる」

との認識を示した。 

 

○ また、乳製品等の市場アクセスでいまだに各国と本格的な交渉に入っていな

いとされているカナダは、ハーパー首相がＴＰＰは「カナダにとって不可欠」

としながらも、１０月の総選挙を控え、聖域である「供給管理制度」を守りつ

つ交渉を進めるとの考えを示している。 

 ※ 供給管理制度とは、カナダにて行われている制度で、重要品目である乳製

品・鶏肉・卵について、農業者へ生産割り当てを行い、全国的に需給を調整す

る仕組みのことである。 

 

４．ＴＰＰ交渉の経過 

○ ＴＰＡ法案の成立を受け、日米実務者協議が７月９日から１０日まで行われ

た。大江首席交渉官代理は、米国産米の輸入拡大について「問題を整理して最

後、政治判断を仰ぐところを月末に持っていく」と語り、閣僚会合まで非公式

の協議を継続することを明らかにした。交渉関係者によると、米国は特別輸入

枠として１７．５万トンの要求水準を下げておらず、数万トンが限度とする日

本との差は依然大きいという。 

 

○ 報道によれば、政府は、米国産米の特別輸入枠の落としどころとして、７万

トン程度を検討しているとされる。また、豪州産米についても輸入枠の設置を

検討しており、その量は米国産の輸入枠の１２％程度とする方向という。 

 

○ なお、加盟国の中で米・豪に次ぐコメの生産国であるベトナムについては、

現在の関税を維持し、輸入枠も設けないことで７月４日に基本合意した。交渉

関係者によると、日本がベトナム国内で農薬の使用を低減させる栽培技術の普

及に協力する代わりに、米関税の撤廃や輸入枠の設置を行わないことで一致し

ているという。 
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５．仮に大筋合意に至った場合のスケジュール感 

○ ＴＰＡ法案が米上院で可決された際に、甘利大臣はＴＰＰの国内での批准手

続きの見通しに関し、「臨時国会に間に合えば、できるだけ迅速に対処した方が

いい」と述べた。 

 

○ しかし、仮に、閣僚会合により大筋合意に達した場合においても、その後細

部について詰めの交渉を行う必要があり、この交渉にどれくらいの時間を要す

るか、各国によって見通しが異なるとされる。 

 

○ また、批准手続きについても、各国によって要する時間が異なるとされる。

一部には、米国での批准手続きには２～３年の時間を要するといった観測もあ

り、仮に大筋合意に至った場合でも、協定内容がいつから発効となるのか現時

点では未知数とされる。 

 

 

 

６．今後の見通し 

○ 米通商代表部は、７月７日、閣僚会合を２８～３１日にハワイ・マウイ島で

行うことを発表した。また、これに先立ち、首席交渉官会合を２４～２７日に

行い、政治判断の土台を整えていく方針である。 

 

○ 期間中は日米の閣僚協議をはじめ、各国も二国間で協議を重ねる予定となっ

ている。各国とも大筋合意に向け妥協点を探る動きが活発化する様相で、大筋

合意に至るか否か、最大限の注視が必要となる。 
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【ＴＰＰ交渉で想定される今後のスケジュール】     出典：日本農業新聞 

日程 行事等 

７月２４～２７日 ＴＰＰ首席交渉官会合（ハワイ） 

  ２８～３１日 ＴＰＰ閣僚会合（ハワイ） 
大筋合意？ 

 ８月 米議会休会 
１０月末～１１月頭 ＴＰＰ署名？ 
秋ごろ 米大統領選本格化 

 

７．ＪＡグループ愛知の取り組み 

○ ＪＡグループ愛知は、７月１日に「ＴＰＰから食と農・くらしを守る緊急学

習会」を開催した。学習会では、東京大学鈴木教授による基調講演『国民生活

を土台から壊す“規制緩和”とＴＰＰ』や、農業者２名によるＴＰＰへの意見

表明、ＴＰＰ交渉に関する申し合わせを行った。申し合わせの内容は別紙の通

りである。 

  

○ また、７月１７日には、東京都の議員会館にて、本県選出国会議員に対し、

農業施策に関する要請を行うが、併せてＴＰＰ交渉についても必ず国会決議を

順守することを要請する。 
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「ＴＰＰから食と農・くらしを守る緊急学習会」申し合わせ（案） 

 
ＴＰＰ交渉は、関税や知的財産分野で交渉が難航しているとされる一方、過

半の分野で合意点に達したとの報道があります。また、米国では、ＴＰＰ交渉

妥結に不可欠とされる大統領貿易促進権限（ＴＰＡ）法案が可決され、甘利Ｔ

ＰＰ担当大臣は、「７月中に閣僚会合で合意する必要があり、それは可能だ」と

の認識を示し、前のめりの姿勢を強めています。 

わが国がＴＰＰ交渉に正式参加してから間もなく２年になりますが、私たち

は終始一貫して衆・参農林水産委員会決議の遵守を求めてきました。にもかか

わらず、情報開示は未だになされず、交渉の最終局面に近いと言われる状況の

なか、米国産米の特別輸入枠の新設や牛肉・豚肉輸入関税の大幅な引下げなど、

重要５品目の聖域に踏み込むような報道が行われ、生産現場は大きな不安と動

揺を越え、あきらめに近い気持ちに覆われています。 

報道されているような大幅な譲歩がなされれば、わが国農業への打撃は計り

知れず、全く受け入れられるものではありません。また、ＴＰＰは農業だけの

問題ではなく、私たちの食や暮らし、地域社会にも大きな影響を及ぼし、将来

に向けて大きな禍根を残す問題でもあります。 

私たちは、安倍総理がＴＰＰ参加を表明した時に語った「息を飲むほど美し

い田園風景…自助自立を基本としながら…みんなで助け合う農村文化…これら

の国柄」を断固として守らなければなりません。ＪＡグループ愛知は、これか

らも多くの関係団体、市民等と連帯し、食と農、そして暮らしを守るため、国

民との約束であるＴＰＰ交渉に関する国会決議の遵守を求める運動を、最後ま

で粘り強く展開していきます。 

 

 

以上、申し合わせします。 

 

平成２７年７月１日 

ＴＰＰから食と農・くらしを守る緊急学習会 

 

  

 

別紙 
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Ⅱ 農協改革をめぐる情勢 

― 農協法改正案、衆議院通過、参議院にて審議中 ― 

 

１．衆議院での審議の経過 

○ 農協法改正案は、６月３０日、衆議院本会議で採決され、自民・公明・維新

などの賛成多数で衆議院を通過した。維新の党が提案する、農協改革の周知徹

底等が附則に追加（別紙１）された形での可決となった。なお、民主・共産・

社民などは反対した。衆院通過までの流れは以下の通りで、延べ２５時間に及

ぶ審議（質疑７回、参考人質疑３回、地方公聴会）が行われた。 

 

Ø ５月１４日：衆議院本会議にて審議入り 

Ø ５月１９日：衆議院農林水産委員会にて趣旨説明、審議入り 

Ø ５月２７日：参考人招致①② 

Ø ６月 ８日：地方公聴会 

Ø ６月１６日：参考人招致③ 

Ø ６月２５日：衆議院農林水産委員会にて可決 

Ø ６月３０日：衆議院本会議にて可決 

（５月１４日～２７日の審議内容については、５・６月号を参照のこと） 

 

○ ６月８日、農協法改正案の地方公聴会が、石川県・山梨県で行われた。いず

れの会場でも、政府案に無条件に賛成する意見はほとんどなく、経済事業への

注力を期待する声や、現場に混乱を招かないよう配慮を求める声が多く出た。

各会場の陳述人の意見は以下の通り。 

 

・石川県（与党推薦・野党推薦それぞれ２名） 

【陳述者】 

(株)六星 輕部社長、石川県中央会 上坂会長、ＪＡ小松市 西沢組合長、 

加賀市農業委員会 小川会長 

【主な意見】 

・ＪＡには今後、資材や肥料等の価格折衝や、水利等の課題解決のため担い手

と地権者をつなぐ役割を期待したい。 

・准組合員利用制限の影響は非常に大きい。信・共で収益が上がらないと、   

営農指導を通じた地域農業の振興は難しい。 
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・山梨県（与党推薦・野党推薦それぞれ２名） 

【陳述者】 

ブドウ農園経営 三森氏、ＪＡこま野 小池組合長、ＪＡ梨北 仲澤常務、  

果樹農家 深沢氏 

【主な意見】 

・農業者が農協改革の議論の外に置かれている。農業者にとってＪＡはどう  

いう組織であるのがよいのか、議論すべき。 

・全中は、役割分担上必要な組織。公認会計士監査に切り替えても、農業所得

向上には直接繋がらない。 

・ＪＡは、中山間地域等で暮らす小さな農家にとっては生活の支え。悪影響を

及ぼさないよう審議してほしい。 

   

○ １６日の参考人招致では、東京大学の中島教授、(株)庄内こめ工房の齋藤代

表ら農業者３名による意見陳述が行われた。各参考人からは、経済事業改革の

必要性は認めながらも、准組合員利用制限は地域経済に大きな打撃を与えかね

ないとして反対ないしは配慮を求める声が相次いだ。 

 

○ ２５日には、農林水産委員会にて、安倍総理による締めくくりの質疑が行わ

れ、民主党の玉木議員らが改めて農協改革の目的や、改革と農業所得向上の関

係性などを問いただした。これに対し総理は「農業を若い皆さんが能力や情熱

で地平線を切り開くような分野にしていくため」との見方を示したものの、明

確な回答はなく、改革の必要性のみを強調する、従来と同じような答弁を繰り

返すに留まった。 

 

○ ２５日の農林水産委員会では、自民、公明、維新、民主の４党の共同提案で、

ＪＡを「地域のための重要なインフラ」と評価する付帯決議（別紙２）を行っ

た。決議の主な内容は次の四点である。本付帯決議は、野党の懸念に一定の配

慮を行った結果であり、法的拘束力はないため、実効力がどの程度あるかは不

透明とされる。 

 

 ① 准組合員利用の在り方の検討は、ＪＡが地域のための重要なインフラで 

あることを十分踏まえて行うこと 

 ② ＪＡの理事構成に関する省令は、関係者の意向や地域の実態を踏まえる 

 ③ 組合の組織変更は任意であること 

 ④ 税制面で十分配慮すること 
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○ 民主党が提出していた「地域のための農協」の位置付け明確化などを盛り込

んだ対案については、同委員会にて否決された。 

 

３．参議院での審議の経過 

○ 農協法改正案は、７月３日に参議院本会議にて審議入りした。９日には参院

農林水産委員会に付託され、趣旨説明が行われた。参議院では「重要広範議案」

の位置づけから外れたが、委員会では２０時間以上の審議と地方公聴会や安倍

総理への質疑も行う予定である。各党からの主な質問は以下の通り。 

 

自民党 

(野村 哲郎) 

ＪＡは主に農村部で住民のくらしを支えている。農業所得増大へ

の配慮規定でそれがどうなるか、地方の住民は心配している。 

民主党 

(徳永 エリ) 

農業所得増大への配慮規定は、ＪＡの地域社会への貢献という大

きな役割を薄める。准組合員制度の廃止にも繋がるのではないか。 

公明党 

(若松 謙維) 

公認会計士監査への移行によって、ＪＡの監査費用が増えないよ

う措置すべき。 

共産党 

(紙  智子) 

収益性を上げるよう事業目的を変更することは、不採算部門の切

り捨て、ひいては協同組合の性格を形骸化するものと考える。 

 

○ 林農林水産大臣は、准組合員の利用規制を心配する声に対し、「地域インフラ

としての機能を制約することにはならない」「准組合員制度を廃止するようなこ

ととはならない」との見方を示しながら、法案に即した答弁をするにとどまっ

た。 

 

○ ９日の参議院農林水産委員会における趣旨説明の中で、林大臣は法改正の目

的について「農業所得の増大に資する責任ある経営体制の確立を図る」と述べ

た。一方で、野党側は「衆議院での政府答弁は全く不十分」として、徹底追及

の構えである。参議院における審議でも、法改正が農業所得の増大にどのよう

に繋がるか、必要性はあるのかといった議論が中心となる見込みである。審議

は、１４日より本格化する。 

 

４．今後の見通し 

○ 参議院での成立は、早ければ７月の第４週と予想されるが、安保関連法案や

ＴＰＰ等の影響により、日程は流動的である。ただし、今国会の会期は９月２

７日まで大幅延長されており、今国会での成立はほぼ確実視されている。 
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Ⅲ 「骨太の方針」と「成長戦略」を閣議決定 

― ＴＰＰの早期妥結や、米政策改革の実施等が明記される ― 

 

１．「骨太の方針」等の改訂 

○ 政府は、６月３０日の臨時閣議で、「経済財政運営と改革の基本方針 2015（骨太

の方針）」と「「日本再興戦略」改訂 2015（成長戦略）」、「規制改革実施計画」等を

閣議決定した。 

 

２．「骨太の方針」の内容 

○ 「骨太の方針」とは、年末の予算編成や税制改正の指針とするために、国の財政

や経済政策の基本方針をまとめたものである。本年度版は「経済再生なくして財政

健全化なし」を副題とし、実質ＧＤＰ成長率２％程度の実現を目指しながら、平成

３２年度に基礎的財政収支を黒字にするという目標を掲げた。  

 

○ 方針では、日本経済を「「デフレ脱却・経済再生」と「財政健全化」は双方とも

に大きく前進している」と評価しており、さらなる中長期的な成長のためには①経

済の好循環の拡大、②潜在的な成長力強化、③まち・ひと・しごとの創生、さらに、

政府は公共サービスの無駄排除・質向上等の改革に取り組むことが必要とした。 

 

○ また、今回は新たに、来年度以降５年を対象とした「経済・財政再生計画」が盛

り込まれた。その内容は、デフレ脱却・経済再生、歳出改革、歳入改革を推進・強

化するというものであり、歳出計画で「歳出全般にわたり、聖域なく徹底した見直

しを進める」とした。今後は同計画にそって予算編成の基本方針等が策定される見

込みである。 

 

○ ＴＰＰについては、「国益を最大化する形での早期妥結に向け引き続き取り組む」

ことが明記された。また、海外の成長市場との連携は不可欠として、ＥＵとのＥＰ

Ａ、中韓とのＦＴＡ等を推進し、世界の貿易ルール作りに主体的な役割を果たすと

いった内容も記載されている。 

 

○ 米政策に関しては、「改革を着実に進め、農業者が自らの経営判断で作物を選択で

きるよう環境を整備する」とし、現在行われている飼料米の推進等、需要に応じた

米生産の拡大に向けた、方向性が示された。その他、農地中間管理機構の取り組み

強化などが新たに盛り込まれている。 
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○ このほか、農林水産業については別紙１の通りであるが、土地改良事業として農

地の大区画化・汎用化を推進する旨が初めて盛り込まれた。当初案には農業農村の

整備にかかる直接の記述はなかったが、農地の集積に資するとの観点から、「土地

改良」という表現で記載されるに至ったと見られる。 

 
３．「「日本再興戦略」改訂 2015」の内容 
○ 「日本再興戦略」とは、第二次安倍内閣が掲げる成長戦略のことで、経済成長を

促す政策をまとめたものである。平成２５年度に第一弾が作成され、今回は３回目

の改訂となる。概要は、人口減少化における供給制約（生産年齢人口の減少等）を

乗り越えるため、前向きな投資の拡大や、中小企業等における「稼ぐ力」の強化等

を徹底的に推進するというものである。 
 
○ この中で、農業については、個々の事業者が経営マインドをもち、「攻めの経営」

を確立していくことが重要とされている。そのために、他の産業で効果を上げたノ

ウハウを農林水産業に注入し、経営を支援する体制を構築するとしている。 
 
○ 農地の集積については、１０年で全農地の８割が担い手によって利用されるとい

う目標を掲げている。目標達成のため、都道府県別に実績を「見える化」し、実績

に応じ施策面で配慮するとした。さらに、遊休農地に係る課税の強化にも言及して

おり、今後の税制改正に向けた議論には一層の注視が必要である。その他農業関連

分野では、六次産業化や輸出の更なる強化等が盛り込まれている。（別紙２参照） 
 
○ また、グローバル化の進展により、モノ、カネ、技術等の国境を越えた移動を促

進する経済連携協定は重要性を増しているとして、ＴＰＰ交渉の早期妥結に取り組

むとともに、各種貿易交渉をスピード感をもって推進するとしている。（別紙３参照）

  
４．「規制改革実施計画」の内容 

○ ６月３０日には、規制改革実施計画（別紙４）も閣議決定された。規制改革会議

の答申に基づき、５分野１８２項目にわたる改革案を盛り込んで作成された。農業

関係の規制改革重点事項は、「農地集約の促進」と「農協改革の確実な実施」であ

る。 
  
○ 「農地集約の促進」については、農地中間管理機構の機能強化をめざし、農地集

積の都道府県ごとの実績公表・ランク付けや、機構の抜本的な意識改革・体制整備

を行うとしている。併せて、出し手の発掘に向けた取り組み推進、「農地情報公開

システム」の機能向上・活用推進、機構への貸し出し意思を醸成する観点から、遊
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休農地等に対する課税の強化と機構に貸し付けた場合の減税等により、集積を促す

内容となっている。 
 
○ 遊休農地の課税強化は、５月２７日の規制改革会議に出された意見が元となって

いる。農林水産省は、８月末の税制改正要望に本項目を盛り込む見通しとしている

が、ＪＡグループとしては、「遊休農地に対して課税を強化するという「懲罰的な

税の運用」は、望ましくない」とする考え方を基本に、今後の税制改正の議論等に

対応していく。 
 
○ 「農協改革の確実な実施」については、今後五年間の農協改革集中期間中、連合

会・単協の自己改革が確実に達成されるよう促すとしている。「促す」の部分につ

いて、当初の案では「点検・公表する」であったとされているが、その後の調整に

より表現が緩められた経過がある。このような状況下で、今後、どのような調査が

行われるか未知数であるため、会議の動向については注視が必要である。 
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